
 
 
 
 
 
 
 
  

司法試験・予備試験短答過去問題集 

 民事訴訟法②セレクション  

第 7 編 訴訟の完結から  
 

飯田さんの司法試験・予備試験の勉強部屋 
 

・解答ページの右上の問題番号（MS0000）に解説の YouTube

動画のリンクが貼っていますので活用ください。 

・勉強部屋の YouTube のチャンネル登録のご協力をお願いし

ます。 

・データの加工はあくまで個人利用の範囲でお願いします。 

（HP はこちらから） 



 
 
 

R03-42Y 裁判によらない訴訟の完結 
裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っ 

ているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．請求の認諾は，和解の期日においてもすることができる。 

イ．請求の放棄は，被告が本案について口頭弁論をした後にあっても，その同意を得ることなく 

することができる。 

ウ．当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし，被告がその合意の存在を口頭弁論又 

は弁論準備手続の期日において主張立証した場合には，訴えの取下げがあったものとみなされ 

る。 

エ．裁判所は，当事者双方のための衡平を考慮し，職権で，事件の解決のために適当な和解条項 

を定めることができ，当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは，訴訟上の和解が調っ 

たものとみなされる。 

オ．訴訟が訴訟上の和解により終了した場合において，その後，その和解の内容である私法上の 

契約が債務不履行により解除されたとしても，和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさな 

い。 

  

１．ア ウ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ エ 

MS1491 A 



https://youtu.be/WIhFciNB0oI


 
 
 

R02-44Y 訴えの取下げ 
適法に訴えが取り下げられた場合の効果に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣 

旨に照らし誤っているものを２個選びなさい。 

  

１．訴訟は，訴えの一部の取下げがあった場合には，その部分についてのみ初めから係属して 

いなかったものとみなされる。 

２．第一審裁判所は，当事者の申立てにより，訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命 

じなければならない。 

３．請求を全部認容した第一審判決が控訴裁判所により取り消されて，事件が第一審に差し戻 

された場合において，原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げたときは，原告は， 

同一の訴えを提起することができない。 

４．訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は，同一の訴えを提起することが 

できない。 

５．金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に，原告が訴 

えを取り下げた場合であっても，被告は，当該金銭債務の履行を求める訴えを提起すること 

ができる。 

MS1561 A 



 
 
 

R02-44Y 訴えの取下げ 
適法に訴えが取り下げられた場合の効果に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣 

旨に照らし誤っているものを２個選びなさい。 

  

１．訴訟は，訴えの一部の取下げがあった場合には，その部分についてのみ初めから係属して 

いなかったものとみなされる。 

２．第一審裁判所は，当事者の申立てにより，訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命 

じなければならない。 

３．請求を全部認容した第一審判決が控訴裁判所により取り消されて，事件が第一審に差し戻 

された場合において，原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げたときは，原告は， 

同一の訴えを提起することができない。 

４．訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は，同一の訴えを提起することが 

できない。 

５．金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に，原告が訴 

えを取り下げた場合であっても，被告は，当該金銭債務の履行を求める訴えを提起すること 

ができる。 

MS1561 A 

https://youtu.be/2W3qgBPbEnA


 
 
 

H28-42Y 請求の放棄・認諾 
請求の放棄又は認諾に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいもの 

を組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．請求の認諾は，相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。 

イ．後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには，特別の授権がなければならない。 

ウ．相手方が反対給付を履行することを条件にして，請求の認諾をすることができる。 

エ．請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても，当事者が口頭弁論の期日に出 

席し，その旨を陳述しなければ，請求の放棄の効力は生じない。 

オ．請求の認諾は，訴訟要件を欠く訴えにおいてもすることができる。 

  

１．ア イ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．ウ オ  ５．エ オ 

MS1600 A 



 
 
 

H28-42Y 請求の放棄・認諾 
請求の放棄又は認諾に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいもの 

を組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．請求の認諾は，相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。 

イ．後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには，特別の授権がなければならない。 

ウ．相手方が反対給付を履行することを条件にして，請求の認諾をすることができる。 

エ．請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても，当事者が口頭弁論の期日に出 

席し，その旨を陳述しなければ，請求の放棄の効力は生じない。 

オ．請求の認諾は，訴訟要件を欠く訴えにおいてもすることができる。 

  

１．ア イ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．ウ オ  ５．エ オ 

MS1600 A 

https://youtu.be/ReZf9EVfM4s


 
 
 

R01-34Y 訴訟上の和解 
訴訟上の和解に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているもの 

を２個選びなさい。 

  

１．裁判所は，口頭弁論の終結後に和解を試みる場合には，口頭弁論の再開を命じなければな 

らない。 

２．訴訟上の和解は，訴訟物である権利以外の権利をその対象に含めることができる。 

３．当事者以外の第三者も，訴訟上の和解に参加することができ，和解が成立した場合には， 

和解調書の執行力は，その第三者にも及ぶ。 

４．建物明渡請求訴訟において，被告が請求原因事実を全て認め，抗弁を提出しなかった場合 

であっても，当事者は，建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。 

５．当事者が訴訟上の和解をした後，重要な錯誤があるとしてその和解の効力を争うためには， 

和解無効確認の訴えによらなければならない。（問改） 

MS1640 A 



https://youtu.be/Qhu7ftdZ2Ss


 
 
 

R02-34Y 裁判上の和解 
裁判上の和解に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを２個選びなさい。 

  

１．受訴裁判所は，和解の試みを受命裁判官にさせることができるが，受託裁判官にさせることは 

できない。 

２．当事者が裁判所において和解をした場合に，訴訟費用の負担について定めなかったときは，各 

当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。 

３．簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に，当事者は，その決定に対して異議を申し立てる 

ことができない。 

４．貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果，原告の被告に対する貸金返還請求権が確定し 

た場合には，消滅時効が更新される。 

５．上告裁判所は，和解を試みることを相当と認める場合には，原審に事件を差し戻さなければな 

らない。 

MS1641 A 



https://youtu.be/hFQoZT-JdnA


 
 
 

H29-40Y 判決 
判決に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものはどれか。 

  

１．判決は，言渡しによってその効力を生じ，当事者が上訴をする場合には，判決の言渡しの日 

の翌日から１４日以内にしなければならない。 

２．判決書の原本は，判決の言渡し後に作成することもできる。 

３．判決の言渡しは，当事者双方が欠席した場合であっても，することができる。 

４．判決の言渡しは，主文と理由を朗読する方法によりしなければならない。 

５．裁判所書記官は，当事者の申請がなければ，判決書の正本や判決書に代わる調書の謄本を当 

事者に送達する必要はない。 

MS1670 A 



×

https://youtu.be/01MfF8Abx8c


 
 
 

H28-34Y 裁判 
民事訴訟における裁判に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたも 

のは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．判決は裁判所による裁判であるが，決定は裁判長による裁判である。 

イ．判決は公開の法廷における言渡しによってその効力を生ずるが，決定は相当と認める方法で 

関係人に告知することによってその効力を生ずる。 

ウ．判決は口頭弁論を経てしなければならないが，決定は口頭弁論を経ないでしなければならな 

い。 

エ．判決を言い渡した裁判所は，当該判決に計算違い，誤記その他これらに類する明白な誤りが 

あるとき以外は，言渡し後にそれを変更することができない。 

オ．適法に即時抗告がされた場合，原裁判をした裁判所又は裁判長は，抗告を理由があると認め 

るときは，その裁判を更正しなければならない。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MS1680 A 



 
 
 

H28-34Y 裁判 
民事訴訟における裁判に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたも 

のは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．判決は裁判所による裁判であるが，決定は裁判長による裁判である。 

イ．判決は公開の法廷における言渡しによってその効力を生ずるが，決定は相当と認める方法で 

関係人に告知することによってその効力を生ずる。 

ウ．判決は口頭弁論を経てしなければならないが，決定は口頭弁論を経ないでしなければならな 

い。 

エ．判決を言い渡した裁判所は，当該判決に計算違い，誤記その他これらに類する明白な誤りが 

あるとき以外は，言渡し後にそれを変更することができない。 

オ．適法に即時抗告がされた場合，原裁判をした裁判所又は裁判長は，抗告を理由があると認め 

るときは，その裁判を更正しなければならない。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MS1680 A 

https://youtu.be/sec1035Jawg


 
 
 

H27-34Y 訴訟費用 
訴訟費用に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを２個選びなさい。 

  

１．裁判所は，終局判決において，当事者の申立てがなくても，訴訟費用の負担について裁判 

をしなければならない。 

２．訴訟費用の負担の裁判の対象となる訴訟費用には，当事者が任意で選任した訴訟代理人で 

ある弁護士に対して支払う報酬も含まれる。 

３．訴訟上の救助の決定は，申立て又は職権ですることができる。 

４．訴訟費用は，敗訴の当事者が負担するのが原則であるが，裁判所は，事情により，勝訴の 

当事者に，その権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用の全部又は一 

部を負担させることができる。 

５．当事者が裁判所において和解をした場合における和解の費用は，その負担について特別の 

定めをしなかったときは，当事者双方が半分ずつ平等に負担する。 

MS1720 B 



https://youtu.be/znEwpGkZvTY


 
 
 

R01-43Y 確定判決の効力が及ぶ者 
確定判決の効力が及ぶ者に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っ 

ているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．ＸがＹに対して土地の賃貸借契約終了に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し， 

Ｘの請求を認容する判決が確定した後，ＺがＹから当該建物を借り受けて当該土地を占有す 

る場合に，この判決の効力は，Ｚにも及ぶ。 

イ．ＸがＹ法人に対して損害賠償を求める訴えを提起し，Ｘの請求を認容する判決が確定した 

後，Ｙ法人がＺ法人を新たに設立して資産を移転したが，法人格の濫用であるとしてＺ法人 

の法人格が否認される場合に，この判決の効力は，Ｚ法人にも及ぶ。 

ウ．ＸがＹを被告として離婚の訴えを提起し，Ｘの請求を棄却する判決が確定した場合に，こ 

の判決の効力は，第三者にも及ぶ。 

エ．ＸがＹに対して動産の引渡しを求める訴えを提起し，Ｘの請求を認容する判決が確定した 

場合に，この判決の効力は，その訴えに係る第一審の口頭弁論の終結前にＹから当該動産を 

賃借したＺにも及ぶ。 

オ．ＸがＹに対して所有権移転登記の原因となる行為の不存在を理由として所有権に基づき不 

動産の所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えを提起し，Ｘの請求を認容する判決が確定 

した後，ＹがＺに対して当該不動産の所有権移転登記手続をした場合に，この判決の効力は， 

Ｚにも及ぶ。 

  

１．ア エ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．イ エ  ５．ウ オ 

MS1780 A 



 
 
 

R01-43Y 確定判決の効力が及ぶ者 
確定判決の効力が及ぶ者に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っ 

ているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．ＸがＹに対して土地の賃貸借契約終了に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し， 

Ｘの請求を認容する判決が確定した後，ＺがＹから当該建物を借り受けて当該土地を占有す 

る場合に，この判決の効力は，Ｚにも及ぶ。 

イ．ＸがＹ法人に対して損害賠償を求める訴えを提起し，Ｘの請求を認容する判決が確定した 

後，Ｙ法人がＺ法人を新たに設立して資産を移転したが，法人格の濫用であるとしてＺ法人 

の法人格が否認される場合に，この判決の効力は，Ｚ法人にも及ぶ。 

ウ．ＸがＹを被告として離婚の訴えを提起し，Ｘの請求を棄却する判決が確定した場合に，こ 

の判決の効力は，第三者にも及ぶ。 

エ．ＸがＹに対して動産の引渡しを求める訴えを提起し，Ｘの請求を認容する判決が確定した 

場合に，この判決の効力は，その訴えに係る第一審の口頭弁論の終結前にＹから当該動産を 

賃借したＺにも及ぶ。 

オ．ＸがＹに対して所有権移転登記の原因となる行為の不存在を理由として所有権に基づき不 

動産の所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えを提起し，Ｘの請求を認容する判決が確定 

した後，ＹがＺに対して当該不動産の所有権移転登記手続をした場合に，この判決の効力は， 

Ｚにも及ぶ。 

  

１．ア エ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．イ エ  ５．ウ オ 

MS1780 A 

https://youtu.be/qAWQwFBiD2Q


 
 
 

R02-40Y 相殺の抗弁 
Ｘは，Ｙに対し，金銭債権である甲債権を，Ｙは，Ｘに対し，金銭債権である乙債権をそれぞ 

れ有しており，甲債権と乙債権とは，相殺適状にあるところ，ＸがＹに対して甲債権に基づく金 

銭の支払を求める訴え（以下「本件訴え」といい，本件訴えに係る訴訟を「本件訴訟」という。） 

を提起した。この場合における相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照 

らし正しいものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．Ｙが本件訴訟の口頭弁論の終結時までに相殺の意思表示をせず，Ｘの請求を全部認容する 

判決が確定した場合において，Ｙが，その後に乙債権を自働債権とし，甲債権を受働債権と 

する相殺の意思表示をし，Ｘに対して提起した請求異議の訴えに係る訴訟において，甲債権 

の消滅を主張することは，この判決の既判力に抵触し，許されない。 

イ．Ｙが本件訴えの反訴として乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えを提起した場合におい 

て，Ｘが，甲債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として，甲 

債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とし，乙債権を受働債権とする相殺の抗弁を 

主張することは，許されない。 

ウ．Ｙが本件訴訟において乙債権を自働債権とし，甲債権を受働債権とする訴訟上の相殺の抗 

弁を主張した場合において，Ｘが，甲債権と異なる他のＹに対する債権を自働債権とし，乙 

債権を受働債権とする訴訟上の相殺の再抗弁を主張することは，許されない。 

エ．Ｙが本件訴えの反訴として乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えを提起した場合におい 

て，Ｙが，Ｘの請求に対し，乙債権を自働債権とし，甲債権を受働債権とする相殺の抗弁を 

主張することは，許されない。 

オ．本件訴訟とＹのＸに対する乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えに係る訴訟とがそれぞ 

れ係属している場合に，Ｙが，本件訴訟において乙債権を自働債権とし，甲債権を受働債権 

とする相殺の抗弁を主張することは，許されない。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ オ 

MS1831 B 



https://youtu.be/XpvuPI5iVY0


 
 
 

H28-36Y 確定判決の拘束力 
確定判決の拘束力に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているも 

のを２個選びなさい。 

  

１．売買による所有権の取得を請求原因として買主が提起した所有権確認請求訴訟において，被 

告である売主が詐欺を理由として売買契約の取消しをすることができたのにこれをしないまま 

口頭弁論が終結し，請求を認容する判決が確定した場合には，売主は自己の所有権の確認を買 

主に対して求める後訴において当該取消しを主張して買主の所有権の取得を争うことができな 

い。 

２．貸金返還請求訴訟において，被告である借主が相殺適状にある反対債権を有していたものの， 

相殺の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し，請求を認容する判決が確定した場合には，借 

主は，その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて，その後にした相殺の意思表示 

による債務の消滅の効果を請求異議の事由として主張することができる。 

３．甲土地の所有権を主張するＸが，Ｘからの贈与を原因とする所有権移転登記を有するＹに対 

して贈与の不存在を理由に当該登記の抹消登記を求める抹消登記手続請求訴訟を提起した場合 

において，判決の理由中の判断においてＸに甲土地の所有権があるとして，請求を認容する判 

決が確定したときは，ＹはＸに対して甲土地の明渡しを求める後訴においてＹが甲土地を所有 

する旨を主張することはできない。 

４．土地の賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟において，被告である借地人が建物 

買取請求権を行使しないまま口頭弁論が終結し，請求を認容する判決が確定した場合には，借 

地人は，その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて，その後にした建物買取請求 

権の行使の効果を請求異議の事由として主張することができない。 

５．被相続人の貸金債務につき相続人が貸主から提起された貸金返還請求訴訟において，被告で 

ある相続人の限定承認の事実が認められ，相続財産の限度での債務の支払を命じる留保付判決 

が確定した場合には，貸主は，口頭弁論の終結の前に法定単純承認の事実があったとして，限 

定承認の効力を争い，無留保の判決を得るため，改めて貸金返還請求訴訟を提起することは， 

許されない。 

MS1840 A 



https://youtu.be/IGyMYu2RuWI


 
 
 

H30-41Y 判決の確定 
判決が確定した場合に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいもの 

を２個選びなさい。 

  

１．ＸのＹに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成３０年３月１６日に終結し，請 

求を全部認容する判決が同年４月２０日に言い渡されて同年５月９日に確定した場合に，Ｙが 

Ｘに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて，同月１日にこの貸金に対 

して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。 

２．ＸがＹに対して１０００万円の貸金債権の一部として１００万円の支払を求める訴訟におい 

て，１０００万円の貸付けはあったが９４０万円は弁済されたとして，６０万円の限度で請求 

を認容する判決が確定した場合に，Ｘは，Ｙに対し，貸金１０００万円のうち前訴で請求しな 

かった９００万円の支払を求める訴えを提起することができる。 

３．ＸがＹに対して交通事故による損害賠償として１０００万円の支払を求める訴訟において， 

４００万円の限度で請求を認容する判決が確定した場合に，ＸがＹに対してその後に同一の交 

通事故による損害賠償を求めて提起した訴えにおいて，前訴の事実審の口頭弁論終結時までに 

予見することができなかった後遺障害がその後に発生したと主張することは，前訴の確定判決 

の既判力に抵触し，許されない。 

４．ＸＹ間の甲土地の売買契約が錯誤により無効であるとしてＸがＹに対して提起した所有権に 

基づく所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えに対し，重要な錯誤がないとして，請求を棄 

却する判決が確定した場合に，ＹがＸに対して当該売買契約に基づき甲土地の引渡しを求める 

後訴において，Ｘが重要な錯誤の存在を主張することは，前訴の確定判決の既判力に抵触し， 

許されない。（問改） 

５．ＸがＹに有する貸金債権の連帯保証人Ｚに対して提起した保証債務履行請求の訴えに対し， 

請求を認容する判決が確定した後，ＸのＹに対する貸金返還請求訴訟において，保証債務履行 

請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時前にＹが弁済したとして，請求を棄却する判決が確定した 

場合に，ＺがＸに対して保証債務履行請求訴訟の確定判決について提起した請求異議の訴えに 

おいて，貸金返還請求訴訟の確定判決を請求異議の事由として援用することは，許されない。 

MS1850 A 



 
 
 

判決が確定した場合に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいもの 

を２個選びなさい。 

１．ＸのＹに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成３０年３月１６日に終結し，請 

求を全部認容する判決が同年４月２０日に言い渡されて同年５月９日に確定した場合に，Ｙが 

Ｘに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて，同月１日にこの貸金に対 

して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。 

２．ＸがＹに対して１０００万円の貸金債権の一部として１００万円の支払を求める訴訟におい 

て，１０００万円の貸付けはあったが９４０万円は弁済されたとして，６０万円の限度で請求 

を認容する判決が確定した場合に，Ｘは，Ｙに対し，貸金１０００万円のうち前訴で請求しな 

かった９００万円の支払を求める訴えを提起することができる。 

３．ＸがＹに対して交通事故による損害賠償として１０００万円の支払を求める訴訟において， 

４００万円の限度で請求を認容する判決が確定した場合に，ＸがＹに対してその後に同一の交 

通事故による損害賠償を求めて提起した訴えにおいて，前訴の事実審の口頭弁論終結時までに 

予見することができなかった後遺障害がその後に発生したと主張することは，前訴の確定判決 

の既判力に抵触し，許されない。 

４．ＸＹ間の甲土地の売買契約が錯誤により無効であるとしてＸがＹに対して提起した所有権に 

基づく所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えに対し，重要な錯誤がないとして，請求を棄 

却する判決が確定した場合に，ＹがＸに対して当該売買契約に基づき甲土地の引渡しを求める 

後訴において，Ｘが重要な錯誤の存在を主張することは，前訴の確定判決の既判力に抵触し， 

許されない。（問改） 

５．ＸがＹに有する貸金債権の連帯保証人Ｚに対して提起した保証債務履行請求の訴えに対し， 

請求を認容する判決が確定した後，ＸのＹに対する貸金返還請求訴訟において，保証債務履行 

請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時前にＹが弁済したとして，請求を棄却する判決が確定した 

場合に，ＺがＸに対して保証債務履行請求訴訟の確定判決について提起した請求異議の訴えに 

おいて，貸金返還請求訴訟の確定判決を請求異議の事由として援用することは，許されない。 

既判力の及ぶ範囲「主文に包含するもの」（114条 1項）の意味 

口頭弁論終結前の事情で、それを認めると判決の主文の内容と矛盾

（抵触）するもの 

H30-41Y 判決の確定 MS1850 A 

https://youtu.be/miu450m7Qzo


 
 
 

R02-37Y 確定判決の既判力 
確定判決の既判力に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいもの 

を２個選びなさい。 

  

１．ＸがＹに対して所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起し，Ｘの建物の所有権の 

取得が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後，ＸがＹに対して当該建物につ 

いて同一の取得原因を主張して所有権の確認を求める訴えを提起した場合において，後訴裁 

判所がＸの請求を認容する判決をすることは，前訴の確定判決の既判力に反し許されない。 

２．ＸがＹに対して売買契約の詐欺取消しを理由として売買代金相当額の不当利得の返還を求 

める訴えを提起し，詐欺の事実が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後，Ｘ 

がＹに対して当該売買契約について通謀虚偽表示による無効を理由として売買代金相当額の 

不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において，後訴裁判所がＸの請求を認容する判 

決をすることは，前訴の確定判決の既判力に反し許されない。 

３．ＸがＹに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し，ＹのＸに対する 

金員の支払が弁済に当たるとして請求を棄却する判決が確定した後，ＹがＸに対して当該消 

費貸借契約に基づく貸金債務についてその金員の支払の前に債務免除があったとして，支払 

った金員の額の不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において，後訴裁判所がＹの請 

求を認容する判決をすることは，前訴の確定判決の既判力に反し許されない。 

４．ＸがＹに対して土地の所有権の確認を求める訴えを提起し，請求を認容する判決が確定し 

た後，ＹがＸに対して当該土地の所有権の確認を求める訴えを提起した場合において，後訴 

裁判所が，当該土地について前訴の口頭弁論の終結後にＸから所有権を取得したとのＹの主 

張を認めてＹの請求を認容する判決をすることは，前訴の確定判決の既判力に反し許されな 

い。 

５．ＸがＹに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し，請求を認容する 

判決が確定した後，Ｙが，当該消費貸借契約に基づく貸金債務についてその訴訟の口頭弁論 

の終結前に時効期間が経過していたとして消滅時効を援用し，Ｘに対して債務の不存在確認 

を求める訴えを提起した場合において，後訴裁判所が当該貸金債務の時効消滅を理由にＹの 

請求を認容する判決をすることは，前訴の確定判決の既判力に反し許されない。 

MS1851 B 



 
 
 

確定判決の既判力に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいもの 

を２個選びなさい。 

１．ＸがＹに対して所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起し，Ｘの建物の所有権の 

取得が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後，ＸがＹに対して当該建物につ 

いて同一の取得原因を主張して所有権の確認を求める訴えを提起した場合において，後訴裁 

判所がＸの請求を認容する判決をすることは，前訴の確定判決の既判力に反し許されない。 

２．ＸがＹに対して売買契約の詐欺取消しを理由として売買代金相当額の不当利得の返還を求 

める訴えを提起し，詐欺の事実が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後，Ｘ 

がＹに対して当該売買契約について通謀虚偽表示による無効を理由として売買代金相当額の 

不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において，後訴裁判所がＸの請求を認容する判 

決をすることは，前訴の確定判決の既判力に反し許されない。 

３．ＸがＹに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し，ＹのＸに対する 

金員の支払が弁済に当たるとして請求を棄却する判決が確定した後，ＹがＸに対して当該消 

費貸借契約に基づく貸金債務についてその金員の支払の前に債務免除があったとして，支払 

った金員の額の不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において，後訴裁判所がＹの請 

求を認容する判決をすることは，前訴の確定判決の既判力に反し許されない。 

４．ＸがＹに対して土地の所有権の確認を求める訴えを提起し，請求を認容する判決が確定し 

た後，ＹがＸに対して当該土地の所有権の確認を求める訴えを提起した場合において，後訴 

裁判所が，当該土地について前訴の口頭弁論の終結後にＸから所有権を取得したとのＹの主 

張を認めてＹの請求を認容する判決をすることは，前訴の確定判決の既判力に反し許されな 

い。 

５．ＸがＹに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し，請求を認容する 

判決が確定した後，Ｙが，当該消費貸借契約に基づく貸金債務についてその訴訟の口頭弁論 

の終結前に時効期間が経過していたとして消滅時効を援用し，Ｘに対して債務の不存在確認 

を求める訴えを提起した場合において，後訴裁判所が当該貸金債務の時効消滅を理由にＹの 

請求を認容する判決をすることは，前訴の確定判決の既判力に反し許されない。 

既判力の及ぶ範囲「主文に包含するもの」（114条 1項）の意味 

口頭弁論終結前の事情で、それを認めると判決の主文の内容と矛盾

（抵触）するもの 

R02-37Y 確定判決の既判力 MS1851 B 

https://youtu.be/N1YNuG32eRA


 
 
 

H30-33 固有必要的共同訴訟の成否 
固有必要的共同訴訟の成否に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っ 

ているものはどれか。 

  

１．不動産の共有者は，共有者以外の者がその不動産につき不実の所有権移転登記を経由した場 

合には，その者を被告として，各自単独で，持分権に基づき，所有権移転登記の抹消登記手続 

を求める訴えを提起することができる。 

２．被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は，被相続人の共同相続人のうちの一 

人を被告として，贈与契約に基づき，所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができ 

る。 

３．不動産の共有者は，他の共有者のうちの一人を被告として，各自単独で，共有物分割を求め 

る訴えを提起することができる。 

４．土地の所有者は，土地上の建物の共有者のうちの一人を被告として，所有権に基づき，建物 

収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。 

５．不動産の賃貸人は，共同賃借人のうちの一人を被告として，賃貸借契約の終了に基づき，不 

動産の明渡しを求める訴えを提起することができる。 

MS1870 A 



 
 
 

H30-33 固有必要的共同訴訟の成否 
固有必要的共同訴訟の成否に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っ 

ているものはどれか。 

  

１．不動産の共有者は，共有者以外の者がその不動産につき不実の所有権移転登記を経由した場 

合には，その者を被告として，各自単独で，持分権に基づき，所有権移転登記の抹消登記手続 

を求める訴えを提起することができる。 

２．被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は，被相続人の共同相続人のうちの一 

人を被告として，贈与契約に基づき，所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができ 

る。 

３．不動産の共有者は，他の共有者のうちの一人を被告として，各自単独で，共有物分割を求め 

る訴えを提起することができる。 

４．土地の所有者は，土地上の建物の共有者のうちの一人を被告として，所有権に基づき，建物 

収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。 

５．不動産の賃貸人は，共同賃借人のうちの一人を被告として，賃貸借契約の終了に基づき，不 

動産の明渡しを求める訴えを提起することができる。 

MS1870 A 

https://youtu.be/E3-JCFXCE4Q


 
 
 

H29-32Y 通常共同訴訟 
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨 

に照らし正しいものを２個選びなさい。 

  

１．訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には，主債務者に訴訟代理人があるときを除き，主 

債務者についての訴訟手続は中断するが，保証人についての訴訟手続は，保証人に訴訟代理人 

があるか否かを問わず，中断しない。 

２．原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合には，保証人に対する訴えも，同時に取り下 

げられたことになる。 

３．主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には，保証人がその事実を主張していな 

くても，保証人との関係でその事実が主張されたことになる。 

４．被告らがいずれも主たる債務の弁済の事実を主張した場合において，主債務者が提出した証 

拠によりその事実が認められるものの，保証人が証拠を提出しないときは，保証人との関係で 

その事実を認定することはできない。 

５．主債務者が請求原因事実を争っている場合には，保証人が請求原因事実の全てを自白したと 

しても，主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。 

MS1920 A 



https://youtu.be/sc8LzbrEiDg


 
 
 

R02-32Y 共同訴訟 
共同訴訟に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを２個選 

びなさい。 

  

１．土地共有者の一部の者が隣地の所有者に対して筆界（境界）確定の訴えを提起することに 

同調しない場合には，その他の共有者は，訴えの提起に同調しない者を隣地の所有者と共に 

被告として訴えることができる。 

２．ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおい 

ては，遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなけれ 

ばならない。 

３．必要的共同訴訟において，共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは，判 

決が確定する。 

４．共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的であ 

る権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において，原告が同時審判の申出をしたとき 

は，裁判所は，原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については，他方の 

被告との間でも判決の基礎としなければならない。 

５．同時審判の申出は，第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。 

MS1921 A 



https://youtu.be/t8c-ON02B-Y


 
 
 

R03-32Y 多数当事者訴訟 
多数当事者訴訟の各類型の意義とそれぞれの類型に当てはまる具体的な例に関する次のアからウ 

までの各記述について説明した後記１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいもの 

はどれか。 

  

ア．通常共同訴訟は，共同訴訟のうち，訴訟共同の必要がなく，合一確定の必要もない類型のも 

のをいう。通常共同訴訟に当たるものとして，不動産の全共有者であるＸ１及びＸ２が共同し 

て当該不動産の登記名義人Ｙに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登 

記手続請求の訴えがある。 

イ．固有必要的共同訴訟は，共同訴訟のうち，訴訟共同の必要がないが，合一確定の必要はある 

類型のものをいう。固有必要的共同訴訟に当たるものとして，不動産の全共有者であるＸ１及 

びＸ２が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるＹに対して提起した筆界（境界） 

確定の訴えがある。 

ウ．類似必要的共同訴訟は，共同訴訟のうち，訴訟共同の必要があるが，合一確定の必要がない 

類型のものをいう。類似必要的共同訴訟に当たるものとして，株主Ｘ１及びＸ２が共同して株 

式会社の取締役Ｙに対して提起した責任追及等の訴えがある。 

  

１．アの前段及びイの前段は，いずれも正しい。 

２．アの後段及びイの後段は，いずれも誤っている。 

３．アの後段及びウの前段は，いずれも誤っている。 

４．イの後段は正しいが，ウの後段は誤っている。 

５．イの前段は誤っているが，ウの前段は正しい。 

MS1922 A 



 
 
 

R03-32Y 多数当事者訴訟 
多数当事者訴訟の各類型の意義とそれぞれの類型に当てはまる具体的な例に関する次のアからウ 

までの各記述について説明した後記１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいもの 

はどれか。 

  

ア．通常共同訴訟は，共同訴訟のうち，訴訟共同の必要がなく，合一確定の必要もない類型のも 

のをいう。通常共同訴訟に当たるものとして，不動産の全共有者であるＸ１及びＸ２が共同し 

て当該不動産の登記名義人Ｙに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登 

記手続請求の訴えがある。 

イ．固有必要的共同訴訟は，共同訴訟のうち，訴訟共同の必要がないが，合一確定の必要はある 

類型のものをいう。固有必要的共同訴訟に当たるものとして，不動産の全共有者であるＸ１及 

びＸ２が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるＹに対して提起した筆界（境界） 

確定の訴えがある。 

ウ．類似必要的共同訴訟は，共同訴訟のうち，訴訟共同の必要があるが，合一確定の必要がない 

類型のものをいう。類似必要的共同訴訟に当たるものとして，株主Ｘ１及びＸ２が共同して株 

式会社の取締役Ｙに対して提起した責任追及等の訴えがある。 

  

１．アの前段及びイの前段は，いずれも正しい。 

２．アの後段及びイの後段は，いずれも誤っている。 

３．アの後段及びウの前段は，いずれも誤っている。 

４．イの後段は正しいが，ウの後段は誤っている。 

５．イの前段は誤っているが，ウの前段は正しい。 

MS1922 A 

https://youtu.be/ZrN1uTzOCPo


 
 
 

R03-33Y 補助参加 
補助参加に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ 

せたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．補助参加人は，補助参加をした訴訟において証人となることができる。 

イ．補助参加の許否についての裁判に対しては，不服を申し立てることができない。 

ウ．訴訟告知を受けた者は，当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。 

エ．原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は，当該訴訟に係る訴えの取下げをする 

ことができない。 

オ．補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力（いわゆる参加的効力）は，判 

決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存 

否についての判断には生じない。 

  

１．ア イ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．ウ オ  ５．エ オ 

MS1971 A 



https://youtu.be/B4ACLsrnBvY


 
 
 

H29-33Y 訴訟告知 
訴訟告知に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み 

合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．訴訟告知書には，訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければなら 

ない。 

イ．訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には，告知者は，その参加 

につき異議を述べることはできない。 

ウ．訴訟告知を受けた者は，その訴訟に補助参加の申出をしなければ，その訴訟に参加すること 

ができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。 

エ．裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは，その訴訟の判決 

が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限 

られる。 

オ．訴訟告知は，独立当事者参加をすることができる第三者に対しても，することができる。 

  

１．ア ウ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ エ 

MS1980 B 



https://youtu.be/8DSilugcd14


 
 
 

R01-33Y 独立当事者参加 
独立当事者参加に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものは 

どれか。 

  

１．訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者は，原告の請求を棄却する判決 

を求める旨を述べれば，自ら請求を定立しなくとも，その訴訟に参加することができる。 

２．訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方とし 

て参加の申出をした場合において，原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは，裁 

判所は，その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。 

３．土地の所有権確認請求訴訟において，原告が売買契約により土地を取得したと主張し，被 

告がこの売買契約の成立の事実を認めた場合であっても，その訴訟係属前からその土地の所 

有権を有することを主張する第三者が原告及び被告を相手方としてその訴訟に参加し，その 

売買契約の成立の事実を否認したときは，裁判所は，終局判決において，証拠調べの結果に 

基づき，その売買契約の成立を認めないとの判断をすることができる。 

４．第三者が自己の権利を主張するために原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合に， 

原告は，被告の同意を得てその訴訟から脱退することができるが，被告及び参加人の同意を 

得ても訴えを取り下げることはできない。 

５．訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方とし 

て訴訟に参加した場合において，原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは，裁判 

所は，その参加に係る訴えについて，不適法なものとして却下しなければならない。 

MS2010 A 



https://youtu.be/-tvVT1HngvI


 
 
 

H29-42Y 承継人の範囲 
ＢがＡから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ，Ａは，Ｂに対し，土地賃貸借契 

約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。この場合に関する次の１から５までの各 

記述のうち，誤っているものを２個選びなさい。 

 

１．民事訴訟法第５０条の「義務承継人」の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解すると， 

口頭弁論終結前にＢがＣに当該建物を貸し渡した事案では，Ｃに訴訟を引き受けさせることは 

できないこととなる。 

２．民事訴訟法第１１５条第１項第３号の「承継人」の範囲を訴訟物たる権利の譲受け又は義務 

の引受けをした者と解すると，口頭弁論終結後にＢがＣに当該建物を貸し渡した事案では，Ｃ 

に確定判決の効力が及ぶこととなる。 

３．民事訴訟法第５０条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解す 

ると，口頭弁論終結前にＣがＢに無断で空き家だった当該建物に入居した事案では，Ｃに訴訟 

を引き受けさせることができることとなる。 

４．民事訴訟法第５０条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解す 

ると，口頭弁論終結前にＢがＣに当該建物を売却してこれを引き渡し，その所有権移転登記を 

した事案では，Ｃに訴訟を引き受けさせることができることとなる。 

５．民事訴訟法第１１５条第１項第３号の「承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受け 

た者と解すると，口頭弁論終結後にＢがＣに当該建物を売却してこれを引き渡し，その所有権 

移転登記をした事案では，Ｃに確定判決の効力が及ぶこととなる。 

（参照条文）民事訴訟法 

（義務承継人の訴訟引受け） 

第５０条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したとき 

は，裁判所は，当事者の申立てにより，決定で，その第三者に訴訟を引き受けさせることが 

できる。 

２・３ （略） 

（確定判決等の効力が及ぶ者の範囲） 

第１１５条 確定判決は，次に掲げる者に対してその効力を有する。 

一 当事者 

二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人 

三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 

四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者 

２ （略） 

MS2050 A 



https://youtu.be/XCfLptt7P48


 
 
 

R02-33Y 訴訟引受け 
訴訟引受けに関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを 

２個選びなさい。 

  

１．ＸのＹに対する訴訟の係属中にＺがＹから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合に 

おいて，裁判所がＺに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは，Ｚがした訴訟行為は，Ｙの 

利益においてのみその効力を生ずる。 

２．ＸのＹに対する訴訟の係属中にＺがＸから訴訟の目的である権利の全部を譲り受けた場合 

において，裁判所は，Ｙの訴訟の引受けの申立てにより，Ｚに訴訟を引き受けさせることが 

できる。 

３．ＸのＹに対する訴訟が上告裁判所に係属中にＺがＹから訴訟の目的である義務の全部を承 

継した場合において，Ｘは，上告裁判所に対し，訴訟の引受けの申立てをすることはできな 

い。 

４．ＸのＹに対する土地の賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中にＺ 

がＹからその建物の全部を借り受けてその土地を占有する場合において，裁判所は，Ｚに対 

して所有権に基づき建物退去土地明渡しを求めるとしてされたＸの訴訟の引受けの申立てに 

より，Ｚに訴訟を引き受けさせることができる。 

５．ＸのＹに対する訴訟の係属中にＺがＹから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合に 

おいて，裁判所がＺに訴訟を引き受けさせる決定をし，ＹがＸの承諾を得て訴訟から脱退し 

たときは，その確定判決の効力は，Ｙに対しては及ばない。 

MS2051 B 



 
 
 

R02-33Y 訴訟引受け 
訴訟引受けに関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを 

２個選びなさい。 

  

１．ＸのＹに対する訴訟の係属中にＺがＹから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合に 

おいて，裁判所がＺに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは，Ｚがした訴訟行為は，Ｙの 

利益においてのみその効力を生ずる。 

２．ＸのＹに対する訴訟の係属中にＺがＸから訴訟の目的である権利の全部を譲り受けた場合 

において，裁判所は，Ｙの訴訟の引受けの申立てにより，Ｚに訴訟を引き受けさせることが 

できる。 

３．ＸのＹに対する訴訟が上告裁判所に係属中にＺがＹから訴訟の目的である義務の全部を承 

継した場合において，Ｘは，上告裁判所に対し，訴訟の引受けの申立てをすることはできな 

い。 

４．ＸのＹに対する土地の賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中にＺ 

がＹからその建物の全部を借り受けてその土地を占有する場合において，裁判所は，Ｚに対 

して所有権に基づき建物退去土地明渡しを求めるとしてされたＸの訴訟の引受けの申立てに 

より，Ｚに訴訟を引き受けさせることができる。 

５．ＸのＹに対する訴訟の係属中にＺがＹから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合に 

おいて，裁判所がＺに訴訟を引き受けさせる決定をし，ＹがＸの承諾を得て訴訟から脱退し 

たときは，その確定判決の効力は，Ｙに対しては及ばない。 

MS2051 B 

https://youtu.be/iE8v2m6RDsc


 
 
 

H28-45Y 上訴 
民事訴訟における上訴に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを２個選びなさい。 

  

１．第一審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては， 

控訴を提起することは，許されない。 

２．裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者が附帯控訴をすることは，許されない。 

３．控訴の取下げには，相手方の同意を要しない。 

４．上告は，判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするとき 

に限り，することができる。 

５．即時抗告期間は，裁判の告知を受けた日から１週間の不変期間である。 

MS2100 A 



https://youtu.be/fK6zqFS601c


 
 
 

R01-44Y 控訴審における審理 
控訴審における審理に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいも 

のを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．当事者の一方が控訴審の第１回口頭弁論期日に欠席した場合に，その期日に出頭した当事 

者は，当事者双方に係る第一審口頭弁論の結果を陳述することができる。 

イ．第一審において，被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされたために請求を全部認 

容する判決がされた場合であって，被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部 

を争うときは，その旨を明らかにするとともに，その争おうとする請求原因事実が真実でな 

いことを立証しなければならない。 

ウ．第一審において弁論準備手続を終結している場合であって，当事者が控訴審において新た 

な攻撃防御方法を提出しないときは，控訴裁判所は，事件を弁論準備手続に付することはで 

きない。 

エ．第一審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して 

本案判決をした場合であって，当該管轄違いの主張に係る判断に誤りがあるときは，当事者 

は，控訴審において，当該合意があることを理由として，第一審裁判所が管轄権を有しない 

ことを主張することができる。 

オ．当事者が控訴審において新たに提出した攻撃防御方法について，控訴裁判所は，控訴審の 

審理経過だけでなく，第一審における審理経過についても考慮し，時機に後れたものである 

か否かを判断する。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MS2190 A 



 
 
 

R03-45Y 再審 
再審の訴えに関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを 

２個選びなさい。 

１．Ｘが甲地方裁判所においてＹに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ， 

控訴がされず，この判決は確定した。この確定した判決に対してＸが再審の訴えを提起する場 

合には，管轄裁判所は，その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。 

２．株式会社Ｙの株主ＺがＹを被告として提起した新株発行無効の訴えにおいて，ＹがＺの請求 

を実質的に争わず不誠実な訴訟追行をした結果，Ｚの請求を認容した判決が確定した場合に， 

新株発行に係る株式の株主であるＸは，Ｙ及びＺを被告として株主たる地位の確認請求を定立 

して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば，当該再審の訴えの原告適 

格が認められる。 

３．Ｘは，ＸのＹに対する請求を棄却する判決の確定から３か月後，この判決の証拠となった証 

人Ａの証言が虚偽であることを知り，その１年後に，Ａの偽証につき有罪判決が確定したこと 

を知った。この場合において，Ａの偽証を理由とする上記棄却判決に対するＸの再審の訴えは， 

ＸがＡに対する有罪判決の確定を知った日から３０日の不変期間内に提起しなければならな 

い。 

４．ＸのＹに対する土地の所有権確認請求訴訟につき，Ｘの請求を棄却するとの判決が確定した。 

その後，Ｘが死亡し，Ｘの唯一の相続人であるＺがＹを被告として，この確定判決に対する再 

審の訴えを提起した場合に，この訴えに係るＺの原告適格は認められない。 

５．ＸのＹに対する請求を棄却するとの判決の正本がＸに送達されたが，Ｘは，当該判決には判 

断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかった。この場合に，Ｘは，その後確定した当 

該判決に対して再審の訴えを提起し，当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできな 

い。 

MS2271 A 



https://youtu.be/Hi86G1QviSU


 
 
 

R03-43Y 簡易裁判所の訴訟手続 
簡易裁判所の訴訟手続に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたも 

のは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．訴状を提出して訴えを提起する場合には，紛争の要点を明らかにすることで請求の原因に代 

えることはできない。 

イ．原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても，裁判所は，その者が提 

出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし，出頭した相手方に弁論をさせること 

ができる。 

ウ．当事者双方の申出があり，裁判所が相当と認めるときは，口頭弁論の期日を公開せずに行う 

ことができる。 

エ．被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には，簡易裁判所は，職権により， 

決定で，本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。 

オ．簡易裁判所においては，その許可を得て，弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とす 

ることができる。 

 

１．ア エ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．ウ エ 

MS2291 B 



https://youtu.be/i9K-uR9uhPo


 
 
 

H30-45Y 少額訴訟 
少額訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１ 

から５までのうちどれか。 

  

ア．被告は，反訴を提起することができる。 

イ．証拠調べは，即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。 

ウ．被告は，口頭弁論の終結がされるまで，訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすること 

ができる。 

エ．裁判所は，請求を認容する判決をする場合に，被告の資力その他の事情を考慮して特に必要 

があると認めるときは，判決の言渡しの日から３年を超えない範囲内において，認容する請求 

に係る金銭の支払について，その分割払の定めをすることができる。 

オ．少額訴訟の終局判決に対して適法な異議がされ，通常の手続により審理及び裁判をすること 

とされた場合の終局判決に対しては，控訴をすることができる。 

  

１．ア ウ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ エ 

MS2310 B 



https://youtu.be/80ADf5r2uOA


 
 
 

R01-39Y 訴訟上の義務 
訴訟上の義務に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものはどれか。 

  

１．当事者は，訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に，その文書につき文書提出命 

令の申立てがされたときは，その文書を提出しなければならない。 

２．鑑定に必要な学識経験を有し，鑑定人となることができる者は，受訴裁判所により鑑定人 

に指定された場合には，鑑定をしなければならない。 

３．裁判所は，事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において，当事者の一方がその取 

消しを申し立てたときは，当該裁判を取り消さなければならない。 

４．被告は，訴訟が係属した場合には，送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければ 

ならない。 

５．単独の裁判官が代わった場合において，その前に尋問をした証人について，当事者が更に 

尋問の申出をしたときは，裁判所は，その尋問をしなければならない。 

MS2380 B 



https://youtu.be/KDUrXTa3wEM


 
 
 

R01-40Y 電話会議・テレビ会議 
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法（以下「電話会議」という。）又は映像 

と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「テ 

レビ会議」という。）による手続に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合 

わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは，当事者の一 

方が期日に出頭した場合に限られる。 

イ．弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には，期日に出頭 

していない原告は，訴えを取り下げることはできない。 

ウ．テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。 

エ．少額訴訟においては，電話会議によって証人を尋問することができる。 

オ．テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるのは，鑑定人が遠隔の地 

に居住している場合に限られる。 

  

１．ア イ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．ウ オ  ５．エ オ 

MS2390 B 



https://youtu.be/BCw8We5aVy4


 
 
 

R01-45Y 申立て等の効果 
申立て等があった場合の効果に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを２個選 

びなさい。 

  

１．事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは，その申立てについての裁判が確定す 

るまで，第三者は，秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。 

２．第１回口頭弁論期日の前において，著しい遅滞を避けるための移送の申立てがあったとき 

は，裁判所は，訴訟手続を停止しなければならない。 

３．文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは，裁判所は，その 

即時抗告についての裁判が確定するまで，訴訟手続を停止しなければならない。 

４．補助参加人は，補助参加について異議があった場合においても，補助参加を許さない裁判 

が確定するまでの間は，訴訟行為をすることができる。 

５．ある事件の訴訟手続において，他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたと 

きは，裁判所は，その訴訟手続を停止しなければならない。 

MS2400 B 



https://youtu.be/SZV9Ni8zXRM


 
 
 

H29-44Y 境界確定訴訟 
相隣地をめぐる所有権確認訴訟及び筆界（境界）確定訴訟に関する次の１から５までの各記述の 

うち，判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。 

  

１．所有権確認訴訟では，裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが，筆界 

（境界）確定訴訟では，裁判上の和解により筆界（境界）を定めることができない。 

２．所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に，土地所有権の確認を求める中間確認の訴えを 

提起することはできるが，筆界（境界）確定を求める中間確認の訴えを提起することはできな 

い。 

３．所有権確認訴訟では，原告の主張する所有権の範囲より原告に有利な内容の判決をすること 

はできないが，筆界（境界）確定訴訟では，原告の主張する筆界（境界）より原告に有利な内 

容の判決をすることはできる。 

４．所有権確認訴訟では，相隣地の各所有者が当事者適格を有するが，筆界（境界）確定訴訟で 

は，相隣地の各登記名義人が当事者適格を有する。 

５．所有権確認訴訟では，請求の趣旨において原告の主張する土地所有権の範囲を特定する必要 

があるが，筆界（境界）確定訴訟では，請求の趣旨において原告の主張する筆界（境界）を特 

定する必要はない。 

MS2480 B 



https://youtu.be/_-i9rLRJk8E


 
 
 

H27-37Y 賃借物件に対する明渡請求 
賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ，賃借人の無断転貸の事実が判明した 

ため，賃貸人が原告となり，賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終 

了に基づく建物明渡しを，転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを，それぞれ求める訴え 

を併合提起した。この訴訟（以下「本訴」という。）について，次の１から５までの各記述のう

ち， 

判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。 

  

１．訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで 

欠席したときは，裁判所は，弁論を分離し，転借人に対する建物明渡請求を認容する判決を 

することができる。 

２．賃借人が取調べを申し出た証人が，賃貸人が転貸借について承諾した事実を証言したとき 

は，当該証言は，転借人に対する建物明渡請求についても，転借人の援用を要することなく 

証拠資料となる。 

３．訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは，転借人に 

対する建物明渡請求訴訟も中断する。 

４．賃貸人は，本訴提起に先立ち，転借人が建物の占有を他に移転することに備えて，転借人 

に対し，占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。 

５．賃借人に対する建物明渡請求において，賃借人の転貸借が賃貸人に対する背信的行為と認め 

るに足りない特段の事情があることを基礎付ける事実は，賃借人が主張立証責任を負う。 

MS2490 A 



https://youtu.be/ys3NGjBOjm0


 
 
 

R02-45Y 同意・異議・不服申立て 
当事者の同意・異議・不服申立てに関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照 

らし誤っているものはどれか。 

  

１．一方当事者が補助参加について異議を述べ，補助参加を許さない裁判が確定した場合にお 

いても，相手方当事者が援用したときは，補助参加人の訴訟行為は，その効力を有する。 

２．当事者が自ら控訴をしない場合であっても，第三者は，独立当事者参加の申出と共に控訴 

をすることができる。 

３．裁判所が当事者尋問の期日に専門委員を手続に関与させる場合において，裁判長は，当事 

者の同意を得なくとも，専門委員に，尋問を受ける当事者本人に対し直接に問いを発するこ 

とを許すことができる。 

４．裁判所は，当事者が異議を述べたときは，証人の尋問に代え，書面の提出をさせることは 

できない。 

５．当事者は，第三者に対してされた文書提出命令に対して，即時抗告をすることができない 

MS2521 B 



 
 
 

R02-45Y 同意・異議・不服申立て 
当事者の同意・異議・不服申立てに関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照 

らし誤っているものはどれか。 

  

１．一方当事者が補助参加について異議を述べ，補助参加を許さない裁判が確定した場合にお 

いても，相手方当事者が援用したときは，補助参加人の訴訟行為は，その効力を有する。 

２．当事者が自ら控訴をしない場合であっても，第三者は，独立当事者参加の申出と共に控訴 

をすることができる。 

３．裁判所が当事者尋問の期日に専門委員を手続に関与させる場合において，裁判長は，当事 

者の同意を得なくとも，専門委員に，尋問を受ける当事者本人に対し直接に問いを発するこ 

とを許すことができる。 

４．裁判所は，当事者が異議を述べたときは，証人の尋問に代え，書面の提出をさせることは 

できない。 

５．当事者は，第三者に対してされた文書提出命令に対して，即時抗告をすることができない 

MS2521 B 

https://youtu.be/avFtiEEp96A


 
 
 

H28-44Y 略式手続き 
略式の手続に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものを２個選びなさい。 

  

１．手形による金銭の支払の請求は，手形訴訟によらなければならない。 

２．手形訴訟においては，原告は，口頭弁論の終結に至るまで，被告の承諾を要しないで，訴訟 

を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。 

３．訴訟の目的の価額が６０万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えは，簡易裁判所にお 

ける少額訴訟によらなければならない。 

４．支払督促は，債務者を審尋しないで発する。 

５．裁判所書記官が支払督促を発した場合において，債務者による適法な督促異議の申立てがあ 

ったときは，督促異議に係る請求について訴えの提起があったものとみなされる。 

MS2530 B 



https://youtu.be/LIbK6x9RvfQ


 
 
 

H30-37Y 新な訴訟行為の可否 
先行する訴訟行為を誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．被告が主張する積極否認の内容となる重要な間接事実に立脚した新たな請求の追加的変更で 

あっても，従前の請求と請求の基礎の同一性がない場合には，このような訴えの変更は，許さ 

れない。 

イ．原告の土地明渡請求に対し，第一審裁判所が判決でその土地について賃借権を有するとの被 

告の抗弁に係る事実を認めた場合には，被告は，控訴審において，反訴として，原告の同意を 

要せずに，その土地についての賃借権存在確認の訴えを提起することができる。 

ウ．附帯控訴は，一旦取り下げても，口頭弁論終結に至るまでは，再び申し立てることができる。 

エ．本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は，その訴えと訴訟物を同一とする 

再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは，取り下げた訴えと訴訟 

物を同一とする再訴を提起することができる。 

オ．第一審において全部勝訴の判決を得た原告は，被告が控訴した場合であっても，附帯控訴の 

形式で請求を拡張することができない。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MS2540 B 



https://youtu.be/1sOdrs-7clU

